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１．歴史的建造物等を守る仕組みづくり 今後の進め方について

⚫ 委員の任期の都合上、今年度予定されている10月及び1月の残り２回の景観審議会で提言
書（案）をまとめ、その後、３月に予定されている景観審議会で区長に提言書を手交する予定
です。

➢ 今年度の景観審議会の開催回数を変えずに、迅速かつ大幅な軌道修正がないよう検討を進
めるために、事務局がコンサルの支援を得て事前に綿密に検討し、資料を作成していきます。
当日委員の皆様には、その事務局案に対してご意見をいただく形式で、議論を進めさせてい
ただきたいと考えております。

➢ 当日ご意見をいただきやすいよう、資料は事前に委員の皆様に送付します。

⚫ 先日の景観審議会では、制度の全体から具体案に対するご意見まで、様々なご意見を頂戴
しました。

➢ 提言書には、具体的に実施を検討すべき内容から、すぐには取り組めなくても長期的に取り
組むべき内容まで、いただいた意見をベースに、幅広く記載させていただきたいと考えており
ます。（前回いただいた意見も幅広く反映していく予定です）

➢ 一方、来年度以降スムーズに仕組みの構築が進むように、他自治体の先行事例等を参考に、
実効性があると思われる取組や仕組み（景観重要建造物制度の拡充や、庁内で連携した普
及啓発、調査の取組み等）を中心に、今年度の景観審議会において検討を進めます。
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１．歴史的建造物等を守る仕組みづくり 今後の進め方について

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第35回審議会（10/20）
○歴史的建造物等を守る仕組みづくり(審議)

【建造物】
・前回の審議会意見に対する補足とまとめ
・短期的・中長期的な取組みや仕組みの
イメージ

・景観重要建造物制度の拡充の方向性(案)
＞現制度の課題
＞他自治体等の事例 等

【樹木】
・既存の仕組み
・港区の取組と課題
・他自治体等の事例 等

第36回審議会（1/14）
○歴史的建造物等を守る
仕組みづくり(審議)

【建造物】【樹木】
・提言書（案）

第37回審議会（3/24）
○歴史的建造物等を守る

仕組みづくり(審議)

【建造物】【樹木】
・提言書採決、手交

・今年度中の審議会の予定スケジュールは以下のとおりです。
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分類 主な発言のポイント

A：所有者意向、調査について ① 悉皆調査の実施は住民意識の向上にもつながるので実施は重要ではないか。（齋藤会長）
② 所有者に所有している歴史的建造物の価値やメリットが伝わっていないのではないか。（杉山委員）
③ 港区の歴史的建造物で失われたものとその理由の整理が必要。（杉山委員）
④ 失われる歴史的建造物の記録を保存することも大切ではないか。（長谷委員）
⑤ 前回の悉皆調査から現在までに経過した約20年間で、歴史的建造物の対象となる築年数が50年に達している建造

物もあるため、歴史的建造物の悉皆調査を新たに行うことを考えたほうがよい。（矢口委員）
⑥ 仕組みづくりの方向性が保存を「行いたい」所有者に対するものが多く、区の姿勢が消極的に見える。行政から積極

的に保存の意思表示を所有者に伝えてみては。（奥平委員）
⑦ 区が所有者の意向を直接ひろいあげればよいのでは。（根岸委員）
⑧ 保存してくれた人には区長とランチ会などイベントに区の職員が出向き、直接所有者に声掛けをしては？（根岸委員）

B：仕組みについて ① 方向性を構造化する中で区が「待ち」だけにとらえられない仕組みづくりの整理ができるとよい。（齋藤会長）
② 一般の人が気軽に相談できる窓口や、建物の良さを区民にアピールする情報発信の工夫の必要性。（杉山委員）
③ 区として指定文化財を増やしたいのか区登録文化財として増やしたいのか、ゴールはどこなのか。（矢口委員）
④ 都市計画課として今回提案したことをやればよい。（渡邊委員）
⑤ 議論すべきことは、所有者の保存に対する意識を前向きに変化させるための方向性ではないか。（渡邊委員）
⑥ 港区として残したい建造物を類型化して対策を考えるべきでは（ケーススタディ）（渡邊委員）
⑦ 負担軽減を主要な方策とし、必要な予算は港区として手当して積極的に保存を図るべき。（奥平委員）

C：庁内連携について ① 文化財を所管する教育委員会の図書文化財課との連携の仕組みも早い段階で実施。（長谷委員）
② 文化財は、設計者・建築そのもの、地形、環境と範囲が多岐にわたるのでそれぞれの専門家によるアドバイスが必要。

（山﨑委員）
③ 大きな方向性はよいが、実際の対応についての体制づくりが必要ではないか。（山﨑委員）

D：検討材料について ① 文化財指定するタイミングはケースバイケースで、文化財としての価値の保護と施設利用の面から色々な保存方法が
ある（例：ゆかしの杜では外部に増築しない、使わない部屋を作る等）（藤井委員）

② 特に木造建築を残す上では、建築基準法適用除外の条例は保存活用の上で使える制度の一つ。（藤井委員）
③ 歴史的建造物を都外に移築して残す事例あり。（藤井委員）

E：対象の可能性について ① 住宅等の小さいものは公園に残して、歴史的建造物ツアー等ができないか。（杉山委員）
② 住宅系の歴史的建造物の保存は難しいのではないか。（矢口委員）
③ 緑化は文化財を傷める可能性があるので、植栽にも注意が必要。（山﨑委員）

F:審議会の進め方について
その他

① 意見に対して個別に対応する必要はなく、委員から出た意見を構造化し、方針に入れ込めばよい。（齋藤会長）
② 今回の検討は今後の景観計画改定に反映されるのか。改定時期はいつか。（矢口委員）
③ 事務局がプレーヤーで、審議会が客観的な意見を述べるという形式でよいのか。（渡邊委員）

２. 各委員の主な発言

・前回いただいたご意見をA～Fの６分類に分け、主な発言のポイントをまとめました。
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分類 提言に盛り込む項目 ※詳細については、次回の検討でご説明いたします。 年次計画（スケジュール）

A：所有者意向、調査について ・歴史的建造物候補の新規調査の実施 令和８年度～令和９年度

・定期的な存否確認調査 令和９年度～中期

・滅失建物の記録・データの保存・公開 令和９年度～中期

B：仕組みについて ・所有者への積極的な情報提供 令和９年度～中期

・相談窓口の設置 令和９年度～中期

・景観重要建造物の制度拡充（補助金制度及び技術支援制度創設） 令和８年度～令和９年度

・歴史的建造物の保存活用事例の顕彰（賞・プレート等） 令和９年度～中期

・歴史的建造物の保存の多様なあり方の提示 次回（10月）提示予定

C：庁内連携について ・悉皆調査 令和９年度～中期

・歴史的建造物の魅力を伝えるシンポジウム 令和９年度～中期

・建築ツアー 長期

・滅失建物の記録・データの保存・公開 令和９年度～中期

・仕組みに付随する審議会等での議論の体制（非公開の部会の設置） 令和９年度～中期

D：検討材料について ・建築基準法第３条第１項第３号に基づく適用除外条例 長期

・歴史的建造物の保存の多様なあり方の提示 次回（10月）提示予定

E：対象の可能性について ・歴史的建造物候補の新規調査の実施 令和８年度～令和９年度

・歴史的建造物の保存の多様なあり方の提示 次回（１０月）提示予定

F:審議会の進め方について
その他

・今年度の提言書を受け、景観計画の改定を予定しています。 令和８年度～令和９年度

３. 各委員のご意見を受けての方向性

・分類A～Fについて、以下の内容で提言に盛り込むことを予定しております。
※年次計画（スケジュール）については、現時点での区としての考えであり、参考としてご確認いただき、次回、ご意見をいただけると
幸いです。


